
 

件
名 

　

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き

　

金
融
機
関
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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金　

融　

庁
、
財　

務　

省
、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第　
　
　

号 

　

経
済
産
業
省 

　

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九

号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金　

融　

庁
、
財　

務　

省
、 

法
律
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
機
関
を
定
め
る
件
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
一
号
）
の
一
部 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
済
産
業
省　

 

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日 

　
　
　
　

金
融
庁
長
官　

伊
藤　
　

豊 

　
　
　
　
　

財
務
大
臣　

片
山
さ
つ
き 

　
　
　

厚
生
労
働
大
臣　

上
野
賢
一
郎 

　
　
　

農
林
水
産
大
臣　

鈴
木　

憲
和 

　
　
　

経
済
産
業
大
臣　

赤
澤　

亮
正 

 
 



- 2 -

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

　

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預

　

［
同
上
］ 

貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
に
規
定
す
る

 

行
政
庁
が
定
め
る
金
融
機
関
（
以
下
「
特
定
金
融
機
関
」
と

 

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

　

一　

［
略
］ 

　

一　

［
同
上
］ 

　

二　

Ｓ
Ｂ
Ｉ
新
生
信
託
銀
行
株
式
会
社 

　

二　

新
生
信
託
銀
行
株
式
会
社 

　

［
三
～
二
十
一　

略
］

　

［
三
～
二
十
一　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で

　

あ
る
。

 
 




